
人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君（左）
人ＫＥＮあゆみちゃん（右）

　犯罪や非行の防止と、罪を犯した人
たちの更生に理解を深め、学習するた
めの研究会です。誰でも参加できます
ので、詳しくは事務局にお問い合わせ
ください。

　保護司は、法務大臣の委嘱を受け、犯罪・非行の防止や、
罪を犯した人の更生と社会復帰に取り組んでいます。家庭
や学校、地域などでの悩みを相談してください。

犯罪のない明るい社会を築くために

一般公開ケース研究会

とき ところ
6 月26日㈯ 矢倉まちづくりセンター

7 月 3 日㈯

志津まちづくりセンター
南笠東まちづくりセンター※

山田まちづくりセンター
笠縫まちづくりセンター

7 月10日㈯
渋川まちづくりセンター
玉川まちづくりセンター

7 月17日㈯
草津まちづくりセンター
笠縫東まちづくりセンター※

常盤まちづくりセンター

7 月31日㈯
大路まちづくりセンター
老上西まちづくりセンター

学区・区 氏名

志　津
田中孝
内藤正規 
寺尾正明

志津南
黒川玉英
髙岡由喜晃

草　津
藤田恵理子
田中香治

大　路 河田美智子

渋　川
香月明
津田正慎
永井信雄

矢　倉
太田光則
村田晋作

老　上
治田功
杉江昇

老上西
宇野満壽美 
谷大輔
中西長雄

  13：30～（ 2 時間半程度） 
※ 10：00～

問 �市更生保護女性会事務局
　☎562-1609、564-6807

学区・区 氏名

玉　川
奥井さよ子
中野宗城

南笠東
川瀬善行
黒川英男

山　田

池田恵俊
木村清
佐山栄子
佐山利子

笠　縫
山本喜久子
山元孝子

笠縫東
三上拓男
山中多恵子

常　盤
稲垣保善
上寺和親
中川和江

※敬称略、順不同
※名前は、常用漢字などに変更して
　掲載しています。ご了承ください

犯罪や非行の悩みは保護司へ相談
（草津支部保護司会事務局）

秘密は守ります！

問 �健康福祉政策課（ 2階）☎561-2360、561-2482

人権擁護委員は法務大臣から委嘱され、全国の市町村で人権擁護活動を
行う人たちです。人権擁護委員制度は、今年で創設73年を迎え、
全国で約 1 万 4 千人、市では13人が啓発活動や講演会、
研修会の開催の他、いじめや人権侵害などの相談を受けています。
原則月曜日に、人権センターで特設人権相談を行っています。
人権に関する悩みごとがあれば、ご相談ください。

人権擁護委員の主な活動
◦ 地域の皆さんからの相談を受け、

問題解決のお手伝いをします。
◦ 法務局や関係機関と協力して、

人権侵害による被害者を救済
するための活動を行います。

◦ 一人一人の人権意識を高める
さまざまな啓発活動を行います。

問 大津地方法務局�人権擁護課（大津市）☎522-4673、522-5317
　（大人の相談：☎0570-003-110、子どもの相談：☎0120-007-110）
　人権センター（大路二）相談専用電話☎563-1660（平日の月曜日）
　人権政策課（ 6階） ☎561-2335、561-2488

選出学区 氏名
志津 森邦博
志津南 遠藤和美
草津 木村登代美
草津第二 野村喜代子
渋川 出呂町馨
矢倉 山本俊雄
老上・老上西 金川美鈴
玉川 奥井照夫
南笠東 清水昭博
山田 木村清
笠縫 山元孝子
笠縫東 片山惠泉
常盤 上寺和親

今年度の市人権擁護委員

人権擁護
委員って
こんな人

※敬称略、6 月 1 日時点

　山田小学校が長年取り組んできた「早寝早起きではつら
つ週間」の活動が、「優れた『早寝早起き朝ごはん』運動の
推進にかかる文部科学大臣表彰」を受賞しました。子ども
たちの健やかな成長のための、基本的な生活習慣づくり（早
寝早起き朝ごはん運動）を実践し、学校だけでなく、家庭
や地域が一体となって取り
組むことで朝食摂取率が増
加し、長期休暇明けの保健
室来室者の減少につながり
ました。
問 �生涯学習課（ 6階）
　☎561-2427、561-2488

　南草津図書館は、小中学校やこども園、子育て施設など
でのおはなし会、乳幼児健診時の読書相談など、読書活動
の推進を積極的に行い、「子供の読書活動優秀実践校・図書
館・団体（個人）」の文部科学大臣表彰を受賞しました。子
どもの居場所づくりとし
て民間施設での読み聞か
せなど、来館できない子
どもたちへの支援強化も
進めています。
問 �南草津図書館（野路一）
　☎567-0373、
　567-2357

文部科学大臣表彰を受賞しました

草津市のできごとを紹介します。 まちの
できごと

児童手当の現況届  
6 月30日㈬までに

　児童手当を受給している人に、現
況届を送付しました。必ず提出して
ください。提出がないと、今後の支
給ができません。
他  転入・出生された人は、新たに

申請要（転出予定日・出生日の翌
日から15日以内に申請）

申  6 月30日㈬まで〔必着〕に、直接か
郵送で

申・問  子ども家庭課
　（さわやか保健センター 2階）�
　☎561-2364、561-6780

相談無料 秘密厳守 電話
相談可

助成項目 対象

乳幼児 0 歳～小学校就学前の乳幼児

子ども医療 自 小学 1 ～ 3 年生

小・中学生  
入院医療費助成
※受給券なし

小学 4 ～中学 3 年生
※病院で支払った医療保険適用の入院医療費のうち、高

額療養費などの保険給付額を除いた一部負担分を助成

重度心身障害者（児）
重度心身障害老人
自

【次のいずれかに該当する人】
・身体障害者手帳所持者（ 1 ～ 3 級）
・療育手帳所持者（A1・2 、B1・2 ）
・特別児童扶養手当支給対象児童（ 1 級）

65～74歳老人
※一部負担金あり 本人と配偶者、扶養義務者の市民税が非課税の人

母子・父子家庭 
自  所

子ども（18歳到達以後最初の 3 月31日まで）を扶養してい
る母か父と子ども

ひとり暮らし
寡婦 自  所

かつて母子家庭の母として、20歳未満の子どもを扶養して、
ひとり暮らしの状態がおおむね 1 年以上続き、今後も
続くと見込まれる65歳未満の人

ひとり暮らし
高齢寡婦
※一部負担金あり 所

65～74歳で、ひとり暮らし寡婦の要件を満たす人 

重度精神障害者（児）
重度精神障害老人
※ 精神科通院医療費のみ

助成

精神障害者保健福祉手帳所持者（ 1 ・ 2 級）で自立支援
医療（精神通院医療）の受給者

申・問  保険年金課（ 1階）☎561-6975、561-2480

受給券の更新 手続きをお忘れなく！
　福祉医療費受給券（乳幼児・子ども医療を除く）、重度心身障害老人等福
祉助成券、精神科通院医療費受給券（助成券）の有効期限は、 7 月31日㈯で
す。現在助成を受けている人には、 6 月中旬に更新の申請書を送ります。
新規の人は、窓口で申請してください。

 自自己負担金が必要な場合あり　所 所得要件あり福祉医療費助成一覧

おいでよ、歩こう会！ 
　「歩こう会」は、健康で豊かな生
活を送ることができるよう、運動を
するきっかけと仲間づくりの機会を
提供しています。その歴史は昭和43
年から50年以上の間、600回を超え
るウオーキングを実施しています。
毎月変わる魅力的なコースを、ぜひ
お楽しみください。
� 毎月 1 回（次回の開催日はお問い
合わせください。）

￥  500円
問 �市スポーツ推進委員協議会
　（ 6階、スポーツ保健課内）
　☎561-2432、561-2488
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